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第 16 回 焼津市行財政改革推進審議会 

 

1 開催日時  平成 23 年 4 月 20 日（水） 9：00～11：00 

 

2 開催場所  焼津市役所 本館 6階 603 号室 

 

3 次  第 

  (1) 職員の定数・給与等について 

 ①職員定数について 

 ②職員の給与等について 

 ③臨時職員数及び賃金について 

 ④職員研修、人事評価について 

 ⑤機構改革について 

(2)その他 

 

4 出 席 者  

（委員）               （事務局） 

五十右信幸 委員           山田  副市長 

大石人士  委員（副会長）      渡仲  企画財政部長 

坂本光司  委員（会長）       岩谷  企画財政部次長兼企画調整課長 

 杉山秀夫  委員           村松  人事課長 

 村松佳苗  委員           福與  財政課長 

 望月誠   委員           石原  企画調整課行政改革推進担当係長 

山本幸子  委員           秋山  企画調整課企画調整担当主査 

良知トヨ  委員            

小松みゆき 委員 

              

5 議 事 録  別紙のとおり 
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1．開会 

（事務局） 

 

 

2．議事 

（坂本会長） 

 

 

 

（事務局） 

 

（坂本会長） 

 

（望月委員） 

 

 

 

 

 

（坂本会長） 

 

 

（望月委員） 

 

 

 

 

（五十右委員） 

 

 

 

 

（坂本会長） 

 

 

（望月委員） 

 

 

（山田副市長） 

 

・ただいまから、第 16回審議会を開催する。 

・審議会条例により議長は会長が務めることとなっているので、坂本会長よろ

しくお願いいたします。 

  

・職員の定数について、職員の給与等についてということで、一忚、前回まで

の議論をふまえて、事務局の方でたたき台をここに示しておいた。これを読ま

せていただき、足りないことがあれば加筆修正を、あるいは根本的に直してい

ただいても構わない。 

 

（事務局で答申案を代読） 

 

・どうぞ、各委員からご質問でもご意見でもお願いしたい。 

 

・２の職員の諸手当のところだが、通勤手当と選挙事務に係る手当が出ている。

私は原則的には廃止と言った。それと、住居手当が載っていない。特殊勤務手

当については原則廃止で、通勤手当がここに書かれているようなことで、それ

から、山本委員から出た住居手当というのが国と明らかに異なっているが、そ

の辺のところはどうなっているのか。 

 

・特殊勤務手当が２０項目くらいあるが、それに対してここでの意見は、原則

廃止という形での議論があったのがひとつ。それから住居手当。 

 

・住居手当は国のほうは支給されていない。１年～２年前までは支給されてい

たようだが、金額は焼津市の半分くらいだった。国はその後廃止されている。

もし国に準ずることができないのなら、どういう理由で市民が理解できるよう

な形で説明をするか。 

 

・特殊勤務手当といっても、仕事としてやっていることが多いのではないかと

いうことで、要するにそれは手当として出す必要がないのではないかというこ

とを言われたと思う。仕事だから、それに手当を出す必要はない。その種のこ

とを検討いただきたいということだったと思う。 

 

・特殊勤務手当に関しては、当日配布資料９を見ると、他市は本市と比べて全

体的に尐なくなっている。議論した方がいいのではないか。 

 

・なぜ焼津市が、藤枝、島田、掛川、静岡市の４市とこれだけ違うのかという

説明をしていただきたい。 

 

・確かに筋論から言うと、本来業務に特殊勤務手当を付けるべきではない。結

局、不快とか、人が嫌がる仕事について多尐なりとも金銭で補てんをしようと
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（望月委員） 

 

 

（山田副市長） 

 

 

（良知委員） 

 

 

 

 

 

 

 

（大石副会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いうのが考え方。どういう作業に付けるかというのは、それぞれの部署が判断

する。具体的には規則で出している。 

 

・確かにこうして見ると、焼津市は細かく細かく付けてある。死体を収容する

とか、本当に誰でも嫌な仕事については残さざるをえないのかなと思う。ただ、

行政職の職員が人事異動で回ると、誰でもあたる可能性がある。 

 

・それ以外に例えば、し尿取扱い手当等は、初めからそういう職種で採用され

ているので、本来は五十右委員が仰るとおり、本来の業務である。 

 

・前回も言ったが、これを広報に載せたらどうかと思う。細かくこういう手当

をもらっているというのを載せたら、たぶん市民は不快感を示すと思う。 

 

・仰るとおりである。やはり説明責任である。人に説明できなければ間違い。

人に説明できれば正しいということである。 

 

・副市長が仰るとおり、情報を公開するのと同時に、忘れてはならないことは

説明責任であると思う。やはりこの行革のメンバーというのは全員市民である。

今回の総合計画の中においても、行革の中でも市民目線と言っているし、意識

改革と仰っているので、例えば手当に関してこういうふうに見直しましたとか

具体的なものを、これから広報でどんどん出して行ってくれると、市民も行政

がそんなに頑張っているんだったら市民協働で市民ができることをしていこう

と、市民の意識改革にも繋がっていくと思うので、ぜひお願いしたいと思う。 

 

・私は皆さんとちょっと違うところがあるかもしれないが、根本的なところで、

公務員の給与というのは、頑張っても頑張らなくても一律であるのが一番良く

ないと思う。 

 

・評価の方法は色々あるが、やはり頑張った人にはしっかり付ける。あるいは

本当に嫌な仕事を率先してやるような人たちにはそれなりの評価をしていく

と。普通の民間企業がやっているようなことが入ればそういうこともあるのか

もしれないが、たぶん一律だとしたらやりたくないことは全然やらない方がい

いわけだし、でも行政の仕事はやらなくてはならないからこういう手当を付け

るからやってくださいということになっていると思う。 

 

・だから、根本的に行政の仕事というのは何かというのをしっかり決めて、も

う一つ特殊勤務手当を残すものは残していただいていいが、望月委員が仰った

ように、年度初めに職員の給与表が出て、それ以外に特殊勤務手当としてこう

いうものがありますということを市民が知ってくれればよい。もしそれで市民

が認められないということであれば投書で来るわけだから、その辺を明らかに
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（村松委員） 

 

 

 

 

（副市長） 

 

 

（村松委員） 

 

（副市長） 

 

 

 

 

 

（望月委員） 

 

 

 

 

（杉山委員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（山本委員） 

 

していくことが一番大事じゃないかなと思う。 

 

・今回の案の中でも説明責任、ちゃんとした理由を付けて公開していくことが

大事じゃないかと思う。 

 

・当然、現業部門で最初から業務として決まっているものが、手当があるのは

おかしいと思う。 

 

・市の職員というのはパブリック・サーベントと言うように、元々本当に一般

市民ができないことをやってもらうということで、それを承知で試験も受ける

だろうし、原則廃止というのが当たり前だと思う。救命救急士も、救命救急士

で入るんだから、それに月額４，０００円が付くというのは２重ではないか。 

 

・救急救命士が救急車に乗ると一回２００円で、資格として月額５，０００円

ということで両方もらえる。 

 

・静岡市や掛川市はそういう手当がないということか。 

 

・はい。 

・救急救命士制度ができたのが１０年ちょっと前で、当時は各消防署になかっ

た。専門学校が出来て、そこで救命士としての勉強をしてもらって、それで徐々

に入ったということで、現役の消防士もこの資格を取るように勧めている。 

将来的な意味もここに含まれている。 

 

・救急救命士の手当というのは何となくわかる。だが、救急出動手当というの

は、消防士というのは救急出動があるというのは初めからわかっている話なの

ではないか。あの防災センターで事務をとることが消防署に入ることなのか。

消防署というのは火事を消すのが本来業務ではないか。 

 

・それは既に、給料で格付けがされている。し尿などもそうであるが、それを

やるということで給料もそういう給料になっている。そこに手当があるという

のは基本的には矛盾なので、特殊な事情があるものについては残すというのが

原則だと思うが、基本的には消防は消防をやるために入ってきて、そのために

一般の給与基準とは別にあるわけだから、その中でやるのが前提である。 

 

・そういう整理を一度して、その中で、本当に特殊かどうかということ。そう

いう見直しを一度した方がよいと思う。 

 

・特殊勤務手当について、皆さんと同じようなことを私も感じた。あと、先程

望月委員が仰っていた住居手当のことも書いていただきたいし、世帯主だから
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（小松委員） 

 

 

 

 

 

 

 

（大石副会長） 

 

 

（山田副市長） 

 

 

（大石副会長） 

 

 

 

 

 

（坂本会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４，０００円というのも根拠がはっきりしていないし、そこについての廃止と

いうことを載せていただきたいということ。 

 

・それと、通勤手当のところの文言であるが、最後の方に「明確に根拠を示せ

ないのなら、国または県に準じた制度とすべきである。」というふうに書いてあ

るが、市役所に通勤してくることを考慮すると、一概に国や県とは違うのでは

ないかと思うので、ここのところは準じた制度というよりも、明確に根拠を示

せる制度に変更すべきであるとした方が、ニュアンス的にはいいのではないか

と思う。 

 

・私は前に、お金でやってもらえるものがあればそれもいいという話をさせて

いただいたが、こうやって細かく一つずつを見ていくと、やはり望月委員が仰

ったとおり、それは違うでしょうというものがあまりにたくさんある印象があ

る。 

 

・もうここまで議論しているので、一つずつ検証してしまってもいいのかなと

いう気がする。 

 

・先程出た救急出動手当というのは、消防署職員対象なのか、一般の職員対象

なのか。 

 

・消防職員だけである。 

・参考までに、焼津市は一台の救急車が平均すると１日３回出ている。 

 

・私たちの世界で言うと、何か資格を取った時はその資格を持ってるから別に

給与に反映されているわけではなく、通信などで資格を取った時に、多尐の報

償をその時だけ与えて、あとは当然仕事として本来は持っていてほしいわけな

ので、そういった形で出来ないか。一つ一つ見て、民間、市民目線から見てち

ょっとおかしいものは外して行くのが原則ではないかと思う。 

 

・全国各地に商工会議所、商工会が配備されており、そこに経営指導員制度が

ある。商工会議所の経営指導員は、中小企業診断士の資格を取っている人を採

用しなさいと。採用してから中小企業診断士の学校に通わせるのは税金泥棒だ

と。そのことを大石副会長から言っていただいたのだと思う。 

 

・特に２番の職員の諸手当の中の、業務の特殊性が明らかに認められるもの、

それはともかくであるが、本来業務ではないかとか、周辺の市町を見て、焼津

市だけ出ているというのも実はある。そうすると、望月委員が最初に仰られた

ように、原則的には廃止という形での議論の方が、市民の感情にあっているこ

となのかなと。根拠を説明する必要があるということもさることながら。 
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（望月委員） 

 

 

 

（五十右委員） 

 

（山田副市長） 

 

 

 

 

 

 

 

（五十右委員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（山田副市長） 

 

そのように補足をしようと思うがいかがか。委員の総意として。よろしいか。 

 

・それから通勤手当のことに関して、何かおかしいなというところがあったり

した。この辺のことに関して、国、県に準じた・・・ではなく、明確に根拠を

示せる制度にした方がよいというご意見が出た。 

 

・国は５km単位で、焼津市は（近い通勤範囲は）２kmである。例えば３kmとい

う人は結構いると思うが、現在焼津市の場合 5,500 円である。国は 2,000 円。

だから、区分の仕方、金額を地方自治体に合った形にした方がよい。 

 

・自転車とバイクと車で違うのだったか？ 

 

・焼津市の通勤手当は２点おかしいところがある。自転車で４km 走って来ても、

自家用車の通勤手当は出る。それが一つ。それから、そのベースとなっている

１km あたりの経費がおかしい。つまり、多めに設定してある。考え方は、車が

今１５０円／km で、１ℓあたり１０km 走るという設定で、あと、例えば自動車

保険、それから１年間の通勤がだいたい２６０日で計算をしていくともっと額

は下がる。だから、（今の設定では）１km あたりの単価も高くなっている。その

２つが今問題になっているところである。 

 

・今、２つ問題があるということだった。一概におかしいとも言えないとは思

う。雤の日は車で来るかもしれない。晴れの時は歩いたり自転車で行くという

ことも。先程の本来業務だから支払わなくてもいいとか、嫌な仕事だから手当

を付けている、では何が嫌で嫌ではないかというのも人によって違うだろうし、

本来業務だからそんな手当は付けなくていいというのもある。 

 

・それで、今の通勤手当もそうだが、捉え方というのはいろいろあるなと。市

民目線といっても人それぞれ違うんだなと今日あらためて感じた。だから、そ

れでもやっぱり、特殊勤務手当も、通勤手当も、いろんな人が納得できる数字

を出していただきたいと思う。 

 

・私としては、歩いて行っても自転車で行ってもバイクで行っても車で行って

もいいと思うが、じゃあ、車で行ったらガソリンがこういう価格だからこうい

う手当を出しているということでいいんじゃないかと思う。その人が歩こうと

自転車で行こうと、それはまあいいんじゃないかという気もする。だからそれ

だけ余分にもらっている人もいるかもしれないが、いやそれはおかしいよとい

う人もいるかもしれないが、いろんな考え方があるなと思う。 

 

・通勤手当というのはあくまでも実費弁償である。そこで差額が生じると、確

定申告をしなければならないという問題がある。正確には。 
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（村松委員） 

 

 

 

 

 

（望月委員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（坂本会長） 

 

 

 

 

（望月委員） 

 

 

 

（村松人事課長） 

 

 

（望月委員） 

 

 

（村松人事課長） 

 

 

 

・今日は雤が降るから車でということはできない。これは、私の通勤手段はこ

うであるという届け出をするからである。そうしないと、途中で事故があった

時に公務災害にならない。 

 

・ちょっと違う視点から見ると、ぜひ近い人は自転車通勤、歩き通勤をして欲

しい。なぜならば、本当に地球温暖化とかいろんな問題があるのに、市役所と

したら皆の前で実践して、ノーカーデーもあるので、全体が一丸となってやっ

ていただくのが一番いい方法じゃないかと思う。そうすれば通勤手当も減って

いくはずである。 

 

・３km 以内の人には自転車を支給するとか。その代り通勤手当はなし。 

 

・見ると、国は１km５００円で、焼津市は１，０００円くらいである。基本的

に倍くらいになっている。それは明らかにおかしい。だからそのことも広報に

載せて欲しい。 

 

・通勤手当に関しては、特殊勤務手当と同じように手厚い手当が行われている。

焼津市として特殊性が認められているわけではない。切るとか切らないとかの

話ではなく、国とか県などを参考に見直しをすべきだという文章でいいじゃな

いかと思うがいかがか。 

 

・３つ目の選挙事務に係る手当の支給についても、「市民の立会人に支給する手

当の金額との性質の違いが明らかでないなどの課題がある。客観的事実と法的

な根拠により説明すべきである。」というふうに案として書いたが、これについ

て議論をしていただきたい。 

 

・このとおりだと思う。例えば選挙事務に係ることを民間に委託するとか、そ

ういうことを検討したことはあるのか。全国では民間がやっているところもあ

りますよね。 

 

・期日前投票については、受付業務についてある。 

当日は、高校生を募集した時に、同じような形で配置したことがある。 

 

・そういう経緯を、市の職員が全部をやる場合と、民間にある程度委託すると

いう形で試算したことはないのか。経費について。 

 

・選挙管理委員会で検討していると思う。全てをやるというのはなかなか難し

いと思うが。 
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（望月委員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（坂本会長） 

 

 

 

（良知委員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（村松人事課長） 

 

（坂本会長） 

 

 

 

 

 

（杉山委員） 

・１００％は難しいだろう。重要な部分は市の職員がやらざるを得ない。要は、

選挙へ行くと、機械から投票用紙を出している職員がいるが、あれは誰でも出

来るんじゃないかという。わざわざ数万円の人件費を払ってやるような業務な

のかなと。 

 

・個人情報だとか、不正だとかが行われないようにコントロールしなければな

らない係とか、いろいろあるが、ここは公務員がやる、ここは委託でやるとい

うふうに分けた時に、かなり安い金額になるんじゃないかと。 

 

・１日の日当は何万円かでしょう。普通であれば、一般の方には一日拘束して

もそんなにはならないですよね。何千円か１万円前後である。そうすると、簡

単に言えば経費が半分で済む。 

 

・地方自治法だとか、選挙管理委員会がどうなっているかわからないが、必ず

３１ヶ所にある投票場所について、行政職の職員が立ち会わなければならない

法的根拠があるのかもしれないが。 

 

・基本的に、それはそんなに厳しくないんじゃないか。考えてみると、期日前

投票はシルバー人材センターの方へ頼んでやって出来ているわけである。人材

センターへ払う金額は微々たるものだと思う。要は、この業務を担うためには

こういうルールの下でこういうことを守ってくださいという中で、実際にやっ

ているわけである。だから、当日も出来ないことはないと私は思う。 

 

・今年（の選挙）は、いつもより職員が尐ないなとは感じた。今、望月委員が

仰ったように、現実に期日前投票で出来ているのであれば、出来るのかなと私

は思う。 

 

・もう一つ申し上げたいのは、期日前の期間は、あの長い期間でなければいけ

ないのか。もう尐し短い期間でもいいんじゃないか。あの期間でなければいけ

ないことになっているのか。 

 

・はい。 

 

・立会いはともかく、実際に選挙に係る者に関して、行政職が行うべき基本業

務であるといって、そういうふうになっていればいかんともしがたい問題だが、

望月委員、良知委員が仰っているのは、単純業務と言うと申し訳ないが、行政

職でないといけない業務以外に関して、同じような仕事をやっていて、片方は

時間給７００～８００円で、片方は何千円というのはどうであるかという。 

 

・選挙事務であるから、公権力の行使に係ることだから、これは全面的に委託
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（坂本会長） 

 

 

 

（望月委員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（坂本会長） 

 

 

 

（望月委員） 

 

 

 

 

 

 

（杉山委員） 

 

 

 

 

 

 

 

というのは馴染まないと思う。今現実に行われているように、全体管理が行わ

れればいいわけだから、実際の事務を行う中で、これは公務員でなくてもしっ

かり監視が届くので、不正は行われないしきっちりできるということが確認で

きるのであれば、その部分においてはアルバイト等を導入することは可能だと

思うが、全面的にというのは私は難しいと思う。 

 

・今、杉山委員が仰っていただいたように、トータルで可能な限り改革をして

いくのが一般的な考え方なのかなということで皆さんの議論を聞いていた。そ

のような形で、下の３行のところを書き変えた方がいいのかなと。どうか。 

 

・確かに選挙は５年の間に最低でも５つはあるというものであるが、公務員と

言うのはボランティアというのはないのか。一般の人は、今回の東日本大震災

に関わること以外にも、行事だとか、市のイベントに関して、市民はけっこう

ボランティアをしている。例えば選挙事務は強制ではなくしてボランティアで

やり、その足りない部分を民間へ委託するとか。そういうのはないのかなと。 

 

・それとなおかつ、市の職員がこれだけ市民目線だとか行革の大綱で協働とい

う意識を持っていただいているのであれば、市の職員組合の方から、選挙事務

についてはボランティアでやりましょうよという、そういう考えとか、意見と

かというのは出てこないのかと、期待はしているが。 

 

・今望月委員が仰ったのは、お考えはよくわかるが、しかし選挙事務というの

は行政の本来業務である。それをボランティアというのは非常に難しいかもし

れない。行政としての本来業務に有給休暇とって行って来いというものだと。 

 

・いや、民間でお願いをしている立会いとの差は何なんだということを、たぶ

ん広報へ出せば皆そう思うと思う。だからそれを、ボランティアというのか、

時間外とかではなく、市本来の業務であるから率先して出ますよという、民間

の人たちのレベルとほぼ一緒、だけども拘束時間が長いから、立会人は８，０

００円だが１０，０００円くらいとか。そうであれば、こんなに朝早くから夜

の開票までごくろうさんでしたということになると思う。 

 

・条例で手当というのが決まっている。他の手当との均衡があってその金額に

なっている。では職員の数を減らせるかというと、規定があるわけだから、そ

れを無視することはできないという事情がある。 

 

・ただ、そうはいっても実際に人事の方でやっているのは、受付事務について

はアルバイトでやろうとか、全体を見るのは管理職に来てもらえば手当てがな

いから、そういう方法を具体的にとっている。 

 



10 

 

 

 

 

 

（坂本会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（山本委員） 

 

 

 

（坂本会長） 

 

 

 

（杉山委員） 

 

 

 

 

 

 

（坂本会長） 

 

 

 

 

 

 

（良知委員） 

 

・それでもなお、今そういう問題があるので、それはもうちょっと工夫の余地

があると思うので、それはもうちょっと当局の方へ任せればと思うが。そうい

う努力をして欲しいというくらいでどうか。 

 

・選挙事務に関わる手当てに関しては、いろいろ今言った国や法律の絡みだと

か、公務員の職務というか、選挙事務そのものが本来業務ということで、非常

に悩ましい問題があるが、焼津市だけ抜きん出て変えるということは難しいよ

うな感じがしてならないが、市民感情としては意見がある、こういう対処の仕

方があるじゃないかということについて、引き続き検討されたしというような

形で提言を出せばいいということで、ちょっとまとめた文書についてあらため

て提示させていただく。 

 

・それから、今回の答申案に欠けていた住居手当に関してであるが、これは山

本委員から、非常に不公平感が多いということの中で、原則的には廃止のよう

な形で・・・ 

 

・私は、特殊勤務手当てのところで、支出の根拠を説明できないものは原則的

に廃止をしていただきたいという文言を入れていただくということだったの

で、その中に住居手当も含めて、一緒に入れていただいたらどうかと思った。 

 

・２番の文章の中に「住居手当等」という文言を入れるということですね。い

いですかここはそれで。 

では１番はどうか。 

 

・今まで人事のことでやってきたが、人事のことはかなり限界まで来ているか

なと私は思っている。それで、抜けているのは、仕事をなくさないで人を減ら

せという議論であるから、企画の方で行革の方をもっと推進していただいて、

本来、市がやらなければならないことなのか、民間でもいいのか、そういう議

論をすることによって事務を減らして、それで人を減らすということを、この

中に入っていないので、それはぜひ入れて欲しい。 

 

・杉山委員が毎回この委員会の中で言ってくださっている、適正であるという

ことは、行政、民間の役割が極めてファジーな中で、拡大解釈すればいくらで

もいていいことになるし、非常に解釈を協議すればもっと減るんじゃないかと

いう議論もある中なので、永遠に掛かる課題のような気もするが、しかし文章

の中では入れておいていただく方がいいんじゃないかと思うので、それを付け

加えるようにしたい。 

 

・この項目が出た時に非常に悩むのが、なぜ適正化計画を達成できなかったか

のお話を聞いたときに、いろいろな業務の話を聞かせてもらい、その辺は杉山
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（坂本会長） 

 

 

 

 

 

 

 

委員が仰った部分、そことの兼ね合いが定数との削減と関係するのだが、今日

の議事の５番目に出ている機構改革、こういう部分も一緒にやっていかないと、

定数の削減になっていかないような気がする。 

 

・定数の削減というのは業務の見直しももちろんあるし、どういう組織体を作

っていくかということも削減になっていくと思うので、そこと一緒に話して欲

しいなというのがある。例えば、組織をあまりにも細分化してしまうと、そこ

でこの課が１０人必要だといってやっていくと、部としては結構な人数になっ

て、それがまた積み重なって全体としては結構な人数になるということになる。 

 

・私は、行政は凄いなと思っているのは、民間にいて非常に苦労した部分の中

で、例えば、いろんな合理化をするときに、マルチ・ジョブ・トレーニングと

いうのをやるが、その時は結構問題を解決するのが大変だった。が、行政の方

はいろんなしがらみの中で癒着関係を作らないということがあるのだろうけれ

ども、３年間くらいで仕事が変っていくというのは、とても私はいいことだと

思っている。 

 

・そしてもう一つは、行政の仕事というのは、四六時中忙しいというわけでも

ない。オートメーションが何か動いているわけではないから、対人との関係で

サービス業であるから、そうすると、色々な能力を持った仕事ができる人たち

をどういうふうに活用すれば生産性が高められるかと考えた時の組織のあり方

を考えて欲しいなと。その辺から定数を見直していくと。そうすると、臨時職

員もそんなにとらなくていいのかもわからないと。 

要は行政の生産性とは何なんだろうかと。 

 

・もう一つは、パブリック・サーベントとして何をするかという時に、民間の

場合ではコストとかデリバリーとかクオリティを考えるわけであるから、その

辺は行政は、今あるいろいろなトライアルの中で、どうしていくかというのを

組織改革に活かしていって、そこで定数削減にもっていき、なお且つ、行政マ

ンが持っている能力というのを十分に発揮できるような、そういう組織改革の

下で職員の定数というのを考えていって欲しいと思っている。 

 

・今ご指摘のあった機構改革というのは、当然機構と定数というのは表裏一体

の関係にあるわけだが、お手元の資料４、５がどちらかというと機構改革に関

わる資料である。 

 

・おそらく、私たちが、この課は何人にすべきだとか、この係は何人にすべき

だとか、そこまでの議論は不可能であるから、果たしてこういう組織機構でい

いのかという形の議論が限界なのかなという気がしているので、それで敢えて

切り離している。 
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（良知委員） 

 

 

 

（坂本会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（杉山委員） 

 

 

 

 

・もう一つは、職員の定数と給与等、臨時職員数及び賃金に関しては、市長の

方が見直しをしたいということで、できたら早い段階で答申が欲しいという話

になっていて、それで実は、敢えて、機構改革とあわせて定数も検討していく

べきということを文章の中に入れる程度の形にしようかなと思っている。 

また機構改革についてはあらためて議論をするということで、今回は匂わせな

がら答申を出すという形にさせていただこうかなと。 

それを入れるとして、１番について何かご意見はあるか。 

 

・確かにスピードアップしなければならないことは感じてはいるが、この行革

審議会のタームが非常に長くなりましたよね。この辺は何故なんだろうという

のが素朴な疑問であるが。 

 

・今年度は概ね３ヶ月に１回程度でどうかと、後で私の方から提案しようと思

っていた。解決できることは解決してから次にバトンタッチしたいというのが

ある。事務局もこのための事務にもとてつもなく時間が掛かるし、我々もいろ

いろなことを要求をしているから。 

 

・しかしもっとスピードを上げてということであれば、事務局には２ヶ月に一

回でも１ヶ月半に一回でも構わないと言われている。別に四半期に一回やると

いうことがルールで決まっているわけではないから、来月やるということであ

れば不可能ではない。また後ほど議論したい。 

 

・では１番の、職員の定数と給与等について、特に目くじら立てて定数とか給

与が高いということはないが、しかし、状況を鑑みて不断の努力をして欲しい

という、非常に大人しい文章になっているが。 

 

・ただ、例の適正化計画に関しては、実現できなかったという数尐ない市町の

一つであると。私が思うに、何故あの時期にあんな計画を作ったのかなと。そ

の当時焼津市は非常に行革が進んでいて、特に公務員の定数についてはかなり

尐なかった。その中で他市と同じように削減するという計画を作ってしまって、

達成できなかったじゃないかという形になってしまっているということも、資

料を見ればよくわかることだが、しかし、市民とすればそのことはもう発信し

てしまったわけであるから、入れないわけにもいかないということで、一行入

れてある。 

 

・現実に、企画の方でやられているのか。市がやることと民間がやることにつ

いて。前もそう言われて来て、それに対して見直しがされていないんじゃない

かということを私はずっと言っているが、そのことについて、実際に企画が検

討をして、それがどういう検討をされてどうなったのかということが、全く結
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（坂本会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（岩谷企画財政部次

長兼企画調整課長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

果として戻ってこない。 

 

・だから、こうして発言しても、そのまま流れてしまうのではないかというの

が自分の中でずっとある。せっかく行革大綱ということで作ったわけであるが、

その後、実施計画を作るということでやっていたはずであるが、もうじき示し

ますと言われていたが、未だに出てこない。いったいいつ出てくるのか。あれ

が出てこない限り動かないですよね。 

 

・具体的に事務を進めない限りはできない。それがどうなっているのか。たぶ

ん、議論されていないのだったら、もうずいぶん前から行っているのだから、

その後検討してもう結果が出るはずである。だから、どうなっているのかと。

いつも言わしてもらっているが、結果が全然出てこない。そうすると、ここ（会

議室）で改革してもまた一緒なんじゃないか。そういう気がして最近空しい感

じになっている。 

 

・事務局で後で補足していただきたいが、杉山委員、私の認識では、私たちは

重要なことに関して市長に答申、中間報告という形で出している。一番初めに

出したのがアクアスのこと、その次が議会議員の定数の問題、それから先般は

病院の改革のことで出した。私たちがここで出した提言に関しては、その後、

○月△日までに返事をされたいということでやっているので、病院は実際に動

いてくれていて、議会に関しては残念ながら私たちが夢見た方向と擦れば遠い

かもしれないが、何もしなかったわけではなく、努力をした結果としてあのよ

うな形になったがこれからもということで要求をした。 

 

・市長に出した主な答申に関してはその都度返事は出ているが、今言われた非

常に細かい事務単位のことに関して、こういうふうに変えました、処理しまし

たということに関して文書を欲しいなということを、杉山委員が仰られたのだ

と思う。 

 

・まず、行政の役割、市民の役割、自助、共助、公助の考え方は、職員の中に

は浸透している。それが、第５次総合計画を平成２３年度から４年間取り組ん

でいくが、その総合計画の中にも行政の役割ということで提示させていただき、

その行政の役割について、それが必ず市の事務事業から目的として適っている

かという、目的の妥当性という検討も、一つ一つの事務事業評価の方で出来る

ようにしてある。 

 

・であるから、一つ一つの事務事業を、行政の役割という概念的なものから考

え、その目的が上位の施策と合っているかということを、一つ一つの事務事業

の中で確認しながらやっていくことで、行政の役割を再認識する。これが１，

１２０事業くらいあるが、これは全てＰＤＣＡでやっていくので、毎年毎年、
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（杉山委員） 

 

（岩谷企画財政部次

長兼企画調整課長） 

 

（杉山委員） 

 

 

（岩谷企画財政部次

長兼企画調整課長） 

 

（杉山委員） 

 

 

 

 

 

 

行政の役割は変っていく。世の中の動きとともに。その認識でいるので、日々

の事務事業の見直しの中でやっていくということで考えている。 

 

・それから、先ほどの行革大綱であるが、実施計画の一覧は、平成２２年に前

任者に提示をさせていただいてあるが、これも非常に尐ないというご指摘を受

けている。ただ、この一覧の中の行革プランの考え方に基づき事務事業を見直

すということを今推進しているので、毎年見直しをすることによって、この業

務数も増えていくことと思う。 

 

・その一個一個の事務事業が、行革の大綱の一つ一つのものと一致していない

ことがある。行革大綱の中にいろいろな推進項目があるが、その推進項目がど

の事務事業と一致しているかという作り立てが成っていないわけである。こち

らでもって作っていただいたものでやっているので、その辺を職員によく理解

してもらいながら、その事務事業を一個一個見直す中で、行革大綱に入ってい

る項目に合致すれば、当然それは推進していく項目に入っていくことで今期待

をしている。 

 

・一つ一つの実施計画については、今、個票を全庁的に発信し、平成２２年度

の成果について提出するように周知している。もうじき上がってくるので、そ

れが出来上がった時点で、次（の審議会）に提示できるかは分からないが、な

るべく次回にということで考えている。 

 

・実施計画ができているのか？ 

 

・一覧表として提示させていただいている。昨年の６月２２日である。 

 

 

・完成したものが出来ているのか。案はもらったが、出来上がりのものはもら

っていないはずだが。 

 

・案として提示させていただいているだけであれば非常に失礼な話であると思

うが。今、これで進めさせていただいている。 

 

・大綱との関わりがおかしいという話がここで出たが、その後、きっちりした

ものを出すよということだったが、その後出ていないと思うが。出ているのか。 

 

（手持ちの資料を確認） 

・これのことですね。これについては全然議論していないですね。（これだと追

っていけないということで）整理をして出してくれることになっていたはずで

ある。 
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（岩谷企画財政部次

長兼企画調整課長） 

 

 

 

 

 

 

 

（坂本会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（杉山委員） 

 

 

 

（坂本会長） 

 

 

 

大綱を作ったが、脚が動かないのでどうなっているのかとずっと心配をしてい

た。 

 

・例えばこれを作るにあたり、住民目線とのいうのがあったが、住民目線とい

うのはどういうことを考えて各課に示しているのかというのをずっと私は言っ

ている。 

 

・大綱の方針となると思うが、かなり細かく踏み込んで書いてあるので、それ

を基に各課の方へ実施計画を作るよう全庁的に流し、その結果、それをあわせ

て企画で最終的に継ぎ足しした。それを実施計画一覧表としてそこに書いてあ

る。それについては一つ一つの個票が今から毎年度出てくるので、企画として

はそこで出来上がっていると考えている。 

 

・これから、その実施計画の中身が毎年見直しが掛かるので、増えていく格好

になるのと、その業績がその都度載っていくというサイクルになっていく。 

 

・杉山委員、議題の相談をいつも事務局として、私のミスもあったのかもしれ

ないが、私たちの行革審議会というのは、行革を進めることを審議するだけで

はなくて、私たちが提案、提示したことが、本当に行われているのか、あるい

は、出来なかったらそれはどういう理由かという、チェック機能みたいなこと

も果たせということで言われているわけである。 

 

・その中でせっかく動いてる中で、議題の一つとして確かにあった方が、期の

半分を経過した、四半期を経過したという時に、計画どおり進んでいる、進ん

でいないとか、環境変化、国の法律改正の中で、その後どういう状況かという、

それはそれで説明すればいいと思う。 

 

・我々はもう行革大綱を作ったわけであるから、その検証の仕事も請けている

わけであるから、それもテーマとして会議の都度入れておくことが、情報の共

有ができるのかなと。あるいは、やっているのかやっていないのかも我々がわ

かるしという。 

 

・そうすると、これは現に動いていると考えて、行革大綱とこれとの関係の中

で、こういうものが漏れているかどうかということとか、このことについてど

ういう議論がされたとか、それはここでもって次回から入れると。 

 

・それは一つは入れましょう。確かにそうである。チェック機能というものが、

言いっぱなしということに関して、我々が言ったことが公正妥当に反映されて

いるかについては気になることだから。全部やることは出来ないが、その都度

その都度小出しでもいいじゃないかという気がした。次回から。 
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（岩谷企画財政部次

長兼企画調整課長） 

 

（坂本会長） 

 

（杉山委員） 

 

（坂本会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今、職員の方で、個票の提出を依頼しているので、それが上がってきた時点

で見ていただき、意見を述べていただければと思う。 

 

・それでよろしいか。 

 

・はい、私は結構です。 

 

・ちょっと私が言わせてもらうと、職員の数に関しては、静岡県の全ての市町

の人口千人あたりの職員の数は、平成２１年度データでは６．９人になってい

て、それから、掛川が６．３で、磐田が７．３で、富士が６．９で、島田が７．

７。全県平均が６．９人で、焼津市が６．１人となっている。０．８人くらい

尐なくなっている。ただ、藤枝を見ると５．６となっていて、富士宮が５．１

となっている。だから、一番最低でもない。かなり努力をされているというこ

とはあるが、さらにということで数字を入れたほうがいいかなと。 

 

・もう一つ気になるのが、ラスパイレスの、いわゆる賃金に関してちょっと見

ると、平成２１年のデータでは、ここ１０年間くらい、焼津はずっと上がって

いる。他が下がっている中で焼津は上がってきている。 

 

・例えば、当日配布資料９を見ると、平成２２年度が１０１．２となっている。

１００が平均であり、この１．２ポイントが大きいのだが、それと、２１年度

が１００．４となっている。そして２０年度が１００となっている。１９年度

が９８で、１８年度が９７となっているから、ここのところ上がってきており、

平均を上回っている。焼津が１００以下の時代は平成１９年度で終わってしま

っている。 

 

・１０１．２というのはどういう数字かというと、さっき言った掛川が９９．

７、磐田が９７．７、藤枝が１０１．６となっているので、目くじらを立てる

ほどではないが、ずっと１００以下だったのが、２０年度から超えている。 

 

・この辺のことも状況を明らかにしながら、定数のことと給与のことに関して、

このことも謳いながら言った方が説得力があるのかなと感じがちょっとした。

概ね文章そのものはこれでいいのではないかと、皆さん方から特に異論はなか

ったのだが、具体的な定数と給与のところで、今私が言ったこと、安心できる

状況でもない、尐し、望ましくない方向に数字が出ているということも事実で

あるから、これはやはり改革が必要であると。近年こういう傾向が見られると

した方が住民感情に合っているのではないかと。資料にある実態に即した答申

になるのかなと思ったので、事務局で用意していただいた文面をそういうふう

にした方がいいのではないかと思った。皆さんいかがか。 
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（坂本会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事務局） 

 

 

（異議なし） 

 

・本当はここで一言一句直せればいいが、そんな状況ではないから、今日は実

は、臨時職員の関係や機構改革についてやりたかったが、職員定数・給与につ

いては本丸中の本丸ということで、異常なくらい時間を掛けてしまい申し訳な

かった。大方、一つの方向が出たような気がするので、①と②に関しては、事

務局と相談して、早急に文章をまとめて、皆さん方にお送りし、赤ペンを入れ

ていただき調整をしていき、それでよいということになれば、次回の審議会を

待たずに、来月あたり、市長の方へ答申というか、中間答申という形で出した

い。 

 

・それから、臨時職員に関しては、もう時間が来ているが、ちょっとだけ問題

提起をすると、行政職の減尐傾向は著しいわけであるが、もう一方のデータを

見ると、臨時職員の数は年々増えているというのが実態で出ているというふう

に思う。しかも最近の臨時職員は、一般職とほとんど変らないような立派な仕

事をやってらっしゃる方がいる中で、時間給を見ると驚くばかりの、最低賃金

をようやくクリアしているような、そういう方がいらっしゃるような感じもす

る。 

 

・ぜひ次回、臨時職員の数と賃金について、あぶり出した方が、一般職員のた

めも、頑張る臨時職員のためにもなるのではないかということで、やらさせて

いただきたい。 

 

・併せて言うと、先ほど大石副会長が言ってくださった、職員の評価、人事評

価、職員の研修に関することが、主な議題になるのではないかと。併せて、杉

山委員が言ってくれた、行革の大綱に基づく、実施の事業に関し、毎回毎回小

出しにしながら議論をしていくというようなことも、次回にやりたいと思って

いる。 

 

・あと、次回に関して、良知委員から、もっと頻繁にやった方がいいんじゃな

いかという議論があった。一忚、案とすると、次回は７月頃ということである

が、もっと早くということであれば、事務局に負担を掛けてしまうかもしれな

いが、今年の計画は私は３ヶ月に１回くらいを考えてはいたが、急を要するこ

とがあれば当然頻繁にやればいいと思う。 

 

・議会もあるので、それとの調整もある。議会が終わるのはいつだったか。 

 

・６月２８日である。 
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（坂本会長） 

 

 

（望月委員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（坂本会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（大石副会長） 

・そこまでは議会対策等で事務局がバタバタしている状況なので７月としたが、

いかがか。 

 

・議会があるのはずっとあるわけで、初年度のときの、大綱を作ったときは、

大体１ヶ月に１回、ないしは１ヶ月半くらい。昨年は６回くらい。特に、昨年

の秋以降は、３ヶ月に１回とか４ヶ月に１回のペースであった。だから、今回

の職員の手当、賃金等についても、なんか、６ヶ月も掛かっているが、現実に

は２回か３回くらい。会議が、冒頭のところが、過去のことを思い出したりし

ていると、実際熱が入ってそれだけの議論をする時間というのはほんのわずか

しかない。 

 

・だから、僕は個人的には、もし当局の方が予算とかがなければ、市の方が依

頼をして忚募した委員は賃金はいらないから、報酬は。でないと、審議会自体

が行革されなきゃならないような。これで効果があるのかと思うんですよ。効

果なり成果なり、何か出てこないと、委員として、委員会として存続する意味

がない。と、僕は個人的に思っている。 

 

・だから、予算があって報酬が支払われないということであれば、報酬を支払

わないようにすればよい。議会があることが理由になるなら、なぜ一昨年は１

０回近くやれたのかなと。 

 

・望月委員、それは私の方から説明する。大綱を作るというのは、これはかな

り力を入れなければならないことで、無から有を生み出すものであるから、そ

れで頻繁にやらざるを得なかった。それで、一つの成果物が出来たということ

である。それから、一番急を要するのは病院であったり、アクアスであったり、

議員の数だとか報酬に関して、非常に皆さんの関心が高いところで、そこに関

しては時間を掛けてやってきた。 

最初の年は大綱そのものをを作らなければならないということで、納期との戦

いであったということであった。 

 

・いろいろなことを提言してきた中で、それが１００％報われはしなかったか

もしれないが、多くの議論をしていただき、焼津の市政を変える勢いになって

いることは、客観的に見て一定の評価が出ていると思うが。 

 

・別に、市の方が３月に一度、４月に一度と言っているわけではないから、議

会は６月にあるから、議会の前の５月でもよい。 

私もいくつか関係しているが。大石副会長も。大石副会長は（他のところで）

どのくらいの頻度でやっているか。 

 

・ケース・バイ・ケースである。 
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（坂本会長） 

 

 

（大石副会長） 

 

 

 

（坂本会長） 

 

 

（事務局） 

 

 

 

（坂本会長） 

 

 

 

 

（坂本会長） 

 

 

 

 

（事務局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（坂本会長） 

 

・だから、大綱の作成とかが終わった次の、チェック機能が中心という形にな

ると、減ってきますよね。 

 

・次のテーマは、臨時職員、職員研修、人事評価、機構改革・・・とあるが、

新しい行政組織をどうしたらいいかということを集中的に、７、９、１１月く

らいにやるとか。職員の定数・給与が間延びしてしまったような気がするので。 

 

・案としては７月と言っているが、もう尐し前倒しした方がいいのかなと、皆

さん方のご意見を聞いていて思った。事務局どうか、対忚は出来るか。 

 

・会場と副市長の予定、あと、会長と皆さん方の予定を聞いてからとなるが、

できれば議会中はいろんなことが起こるので、やはりそちらに万全を尽くした

いので、やるのであれば５月の下旬か、７月初めかということでお願いしたい。 

 

・流れがあるので、５月下旬くらいで皆さん方がよろしければそうしましょう

か。 

 

（調整の上、５月３０日午後に決定） 

 

・その前に、今日の中間答申に関しては、事務局と相談してまとめて、皆さん

方にメール配信等して、問題があれば赤ペンを入れていただき、 

直したものをさらに開示して、問題のないところで答申をすると。ご都合つけ

ば来ていただくと。そんな感じでいいのではないかと思う。 

 

・一つ提案といいますか、皆さんにご相談をさせていただきたい。この行財政

改革審議会が始まるときに、しっかり伝えておけばよろしかったが、皆さん方

の任期について、はっきりいつだということを明示していない。私は、第１回

目の時から皆さんとお付き合いさせていただいており、通常こういった審議会

は２年くらいであり、既に２年経過したところである。先ほどの議論の中にも

あったが、大綱を作ることがまず第一の目的であり、その次の段階で、個々の

検証に入っていただいている。 

 

・そういった中で、エンドレスになってもちょっと困るかなということで、で

きましたら、今年度を一つの区切りとして考えていただきたいと思う。先ほど、

この審議会の回数が尐なくなっているということであるが、とりあえず、皆様

方の審議の任期を、今年度いっぱいということで考えていただければと思い、

提案させていただく。 

 

・この種の審議会に関して、任命期間があるのは実に普通だと思うが、いろん
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（大石副会長） 

 

 

 

 

 

 

（杉山委員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（坂本会長） 

 

 

 

3．閉会 

なことがあって、いつまでということがなくて私たちが指名を受けたという、

珍しいパターンじゃないかと思うが、その後、更新をするしないは別にして、

一般的には２年ということで、その２年がもう過ぎてしまっているということ

であるから、３年で一区切りにして、また必要であれば、いや、必要があれば

ではない、私が見ていると、皆、必要がある方々ばかりで、これほど、市の未

来に関して憂いながら、真摯に議論している方が、よくぞ集まってくれたなと

私は思っている。ただ、制度上、区切った方がいいのではないかと、そういう

ことで部長がご指摘いただいたわけであり、そのとおりだと思う。 

 

・何をもって区切るかである。先ほど杉山委員が仰った、実施計画が見えない

中でも実は動いているというのがある。この２２年度で実際動いているわけで

ある。その結果を見させていただき、それについてどうだこうだというのを、

やはり今年度やって終わるという形で。その他のこともあるが、この委員の依

頼を受けたのも、大綱及び実施計画が動き出していくというのを見て、次に渡

していくというのが、流れとしてどうかなと思っている。 

 

・進めるのに、今まで、言っても戻ってこないということがあったので、ちょ

っと資料を事前にお願いしたいがいいですか。それによって、実施計画をチェ

ックするということで。 

 

・欲しいのは、実施計画を作るにあたって、行政の守備範囲というのが当然あ

ると思うので、それを具体的にどういうふうに捉えたのか、どのように考えて

作られたのかというのが一つ。 

 

・それから、住民目線というのを具体的にどういうふうに捉えて実施計画を作

られているのか。基本的な考え方を。 

 

・それから、広域行政が今までずっと出てきているが、この中で、広域でない

と出来ない事務と、広域で実施した方が効果がある事務があると思うが、それ

を具体的にどういうように検討されて実施計画に表されているかというのが一

つ。 

 

・それから、市民協働というのがあったが、これについても具体的にどのよう

に考えて実施計画に反映されているのか、考え方を教えていただきたい。 

 

・たくさんあったが、杉山委員、メモか何か出していただければと思うが。指

示と違うことを出されても困るでしょうから。 

それではこの後の日程もあるでしょうから、次長お願いします。 

 

・皆さんどうもありがとうございました。以上を持ちまして第１６回行財政改
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（事務局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

革推進審議会を閉会いたします。次回の案内であるが、５月３０日の午後１時

３０分から４時３０分ということでお願いしたい。会場はこの６０３号室であ

る。 

 

・今回については、資料の面で申し訳なかったが、次回からは前もって資料の

方を入れさせてもらうようにする。 

 

・それから、杉山委員が今言われた、実施計画の個票については、次回はちょ

っと難しいと思う。５月３０日というのはまとめの最後に入っていると思うの

で。先ほど言われた４つの項目については確認するが、個票についてはまとめ

が５月３０日まで出来るかどうかはまだ確認がとれないので、申し訳ないがそ

の方はなしということでお願いしたい。以上でございます。ありがとうござい

ました。 

 


